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事業系ごみの不適正排出対策の方向性について（案） 

 

 さらなるごみの減量・資源化及び適正処理を進めていくためには、市民・事業者・

行政が適切に役割を分担し、協働して取り組んでいく必要がある。 

 しかし、一部の事業所においては、家庭ごみ集積所への事業系ごみの排出が行われ

ている事例がある。 

 また、収集運搬許可業者への委託や自己搬入により、適正な運搬がされている場合

であっても、クリーンセンターへ搬入される事業系ごみには、基本的な分別が守られ

ていないものや容易に分別可能な資源物の混入などが見受けられる。 

 以上のことから、事業者の排出者責任と分別ルールの遵守を徹底し、排出に関する

公平性の確保と事業系ごみの減量・資源化を進めていくため、以下の項目についての

取り組みを検討する。 

 

 

＜主な検討項目（案）＞ 

 

１．排出事業者に対する対策の強化  

（１）排出事業者に対する、適正排出方法の広報・啓発の強化 

（２）事業系ごみを繰り返し不適正に排出する事業者への指導の強化 

 

２．クリーンセンターにおける不適正なごみの搬入対策の強化 

（１）搬入ごみの展開検査における指導の強化 

（２）クリーンセンターの受け入れ基準の厳格化 

（３）クリーンセンターにおける別降ろしスペースの利用の促進  

資料４ 
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１．排出事業者に対する対策の強化 

 

（１）排出事業者に対する、適正排出方法の広報・啓発の強化 

   不適正排出対策を進める前提として、排出事業者責任の周知を徹底しなければ

ならない。事業系ごみは、家庭ごみの集積所に排出することはできず（一定規模

以下の住居併用かつ少量排出事業所を除く）、適正な処理方法としては、収集運

搬許可業者へ委託するか、自己搬入することとしている。しかしながら、一部の

事業所においては、家庭ごみ集積所への事業系ごみの排出が行われている事例が

あることから、引き続き排出事業者責任の周知を図っていく。 

   また、収集運搬許可業者への委託や自己搬入により、適正に運搬されている場

合であっても、クリーンセンターに搬入される事業系ごみには、基本的な分別が

守られていないもの（燃やすごみへのビン・カン等の不燃物の混入、産業廃棄物

の混入）や容易に分別可能な紙類などの資源物の混入が見受けられるため、基本

的な分別ルールや資源化できるものの排出方法等の周知活動を進めていく。 

  

  例）分別ルール啓発チラシ等を用いた周知 

収集運搬許可業者を通した排出事業者への分別ルールの周知 

機密文書の資源化に関する啓発 など 

 

 

（２）事業系ごみを繰り返し不適正に排出する事業者への指導の強化 

   事業系ごみが家庭ごみの集積所へ排出された場合は、開封調査による排出者の

特定に努め、個別の排出指導を行っていく。 

なお、排出者の特定ができない場合については、警告看板の設置や取り残し時

の警告シールの貼付を行っていく。 

   また、集積所への排出を繰り返す悪質なルール違反事業者に対しては、市川市

廃棄物の減量、資源化及び適正処理等に関する条例により、撤去勧告、撤去命令

及び不適正排出事業者の公表を行っていく。 
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＜参考＞ 

 

武蔵野市の取り組みについて 

 

 武蔵野市では、排出事業者に基本的な分別ルールの徹底や容易に分別可能な資源物

の資源化を促進するため、分別方法について、わかりやすい啓発チラシを用いて、排

出事業者に周知を行っている。 

 

 

＜武蔵野市 事業系ごみ分別方法の啓発チラシ＞ 
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２．クリーンセンターにおける不適正なごみの搬入対策の強化 

 

（１）搬入ごみの展開検査による指導の強化 

   収集運搬許可業者の搬入した燃やすごみの展開検査を継続するとともに、検査

回数を増やすなどの取り組みを強化し、搬入ごみの現状把握を行う。 

また、不適正な搬入を防止するため、基本的な分別（燃やすごみへのビン・カ

ン等の不燃物の混入、産業廃棄物の混入）が守られていない収集運搬許可業者に

は指導を強化し、排出事業者については収集運搬許可業者と連携した取り組みを

進めていく。 

   例）展開検査時の状況に応じ、持ち帰り指示などの改善指導等 

     分別ルールが徹底されていない排出事業者に対して、収集運搬許可業者を

通し啓発チラシを配布 など 

 

（２）クリーンセンターの受入基準の厳格化 

   クリーンセンターに搬入される事業系ごみの中には、容易に分別できる資源物

（ダンボールなど）が一部含まれており、家庭ごみの減量・資源化を進めている

本市の現状から、事業系ごみについても減量・資源化を進めていく必要がある。   

特に資源化ルートが確立されており、排出事業者が分別することが容易である

古紙類等については受入れ制限の検討を行うとともに、不適正な分別によるごみ

の搬入も規制するため、クリーンセンターの受入基準を厳格化する。 

併せて、受入基準を遵守しない排出事業者及び収集運搬許可業者への指導制度

についても検討を進めていく必要がある。 

 

例）事業所から排出される資源化可能な紙類の搬入禁止 

  受入基準に違反した事業系ごみを搬入した収集運搬許可業者及び自己搬入

事業者に対して受け入れ拒否や分別ルールの指導 など 
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＜参考＞ 

 

大阪市・千葉市の取り組みについて 

 

 大阪市や千葉市では、クリーンセンター（清掃工場）へ搬入されていたごみ

のうち、資源化が可能な紙類について搬入禁止とし、搬入物展開検査の結果、

資源化が可能な紙類などが見つかった場合には、持ち帰りの指示や分別ルール

の指導を行っている。 

 

＜資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止啓発チラシ（大阪市）＞ 
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・大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（抜

粋） 

（一般廃棄物の搬入基準） 

第 20条 土地又は建物の占有者（土地又は建物の占有者から一般廃棄物の運搬を受

託した者を含む。）は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を市長の指定す

る処理施設へ搬入する場合には、市規則で定める搬入基準に従わなければならない。 

 

・大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則 

（一般廃棄物の搬入基準） 

第 10条 条例第 20条第 1項の市規則で定める搬入基準は、次のとおりとする。 

（1）一般廃棄物に産業廃棄物を混入させないこと 

（2）一般廃棄物処理計画に従い一般廃棄物を適正に分別すること 

（3）一般廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止す

る等必要な措置を講ずること 

（4）前 3号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること 

 

・大阪市一般廃棄物処理基本計画 

資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止 

○事業所等から排出される紙類の資源化を促進する観点から、環境施設組合と連携し

て、資源化可能な紙類の焼却工場への搬入を禁止します。資源化可能な紙類とは、

新聞（折込広告含む）、段ボール、紙パック、雑誌類、ＯＡ紙、シュレッダー紙、

その他の紙（包装紙、菓子やティッシュの紙箱、メモ用紙、はがき、封筒、紙袋、

名刺など）であり、機密書類についても含むものとします。 

○資源化可能な紙類については、排出者自らが運搬又は「廃棄物処理法」第 7 条第 1 

項ただし書きに規定する専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみを収集運搬す

る業者、もしくは排出者の委託を受けた許可業者が収集運搬し、民間資源化施設に

おいて資源化するものとします。 

○環境施設組合が実施する焼却工場における搬入物検査において、資源化可能な紙類

が発見されれば、収集業者に排出状況等の確認、指導を行い、状況に応じて排出事

業者に対して、個別に適正処理方法の啓発と指導を行います。 
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＜資源化可能な古紙類啓発チラシ（千葉市）＞ 
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・千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する条例 

(事業系一般廃棄物の受入拒否) 

第 28条 事業者(受託一廃運搬業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定す

る処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。 

2 市長は、前項の事業者が同項の規定により定められた受入基準に従わない場合に

は、当該事業系一般廃棄物の市の処理施設への受入れを拒否することができる。 

 

・千葉市廃棄物の適正処理及び再利用等に関する規則 

(事業系一般廃棄物の受入基準) 

第 15条 条例第 28条第 1 項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市外で発生した廃棄物でないこと。 

(2) 焼却することが困難な形状又は寸法のものでないこと。 

(3) 再利用することが適当であると認められるものでないこと。 

(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、こん包する等必要な措置を講ずる

こと。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従い搬入すること。 

 

 

（３）クリーンセンターにおける別降ろしスペースの利用の促進 

   現在、収集運搬許可業者がやむを得ずクリーンセンターに搬入する資源物（ダ

ンボール・カン等）については、資源物の別降ろしスペースを設けることで、資

源化を図っているが、資源物の排出が少量の排出事業者における資源化を促進す

るため、搬入した資源物が随時受け入れ可能となる体制を整備し、別降ろしスペ

ースの利用の促進を図っていく。 
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＜参考＞ 

 

＜クリーンセンターにおける資源物の別降ろし回収の状況＞ 

 

 

 

 

 

 

（カン類） 

（古紙類） 


